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沼津市新中間処理施設整備基本計画に関する意見募集結果 

【意見と市の考え方】 

 

No 意 見 市の考え方 
修

正 

１ 国からの通達で、公から民への移行が推奨されたと聞き及ぶ

が、VFMの算出一つを観ても、従来手法と PFI的手法の維持管

理費にかなりの差が有り、国の推奨を旗印に一部の担当職員の

先導のもと、民間委託ありきで造られた作為的基本計画としか

考えられない。 

それは透明、公正、公平性の観点から見て、市民に対する裏

切りであり言語道断有ってはならない事である。 

  

因って沼津市には次の事に対して回答を願いたい。 

 

１．維持管理費の詳細 

２．発電による売電金額の公営と民営との差異が生じたのは、

どういった事由で、どの様な算出方法で行ったのか、その詳細。          

 維持管理費については、プラントメーカーのアンケー

ト結果を基にしており、詳細は「第５回沼津市新中間処

理施設整備基本計画検討委員会」の資料「PFI的手法導

入可能性調査結果」に記載していますのでそちらをご覧

ください。 

なお、費用の内訳につきましては、各プラントメーカ

ーのノウハウを活用した積算であり、その詳細の提示を

求めることはできませんが、従来手法と PFI的手法での

人件費の差が主なものであると考えます。 

また、売電収入についても、従来手法と PFI的手法と

で差異が生じた理由としては、プラントメーカーが今ま

で築き上げた実績と経験に基づき、運転計画の工夫等に

より発電効率を上げることが可能であるものと考えま

す。 

 

 

無 

２ PFI事業の成功例のみだけでなく、失敗しているところもあ

るとの事なので詳しく調査して報告してほしい。 

今後、要求水準書の作成を行っていく過程で、PFI的

手法の採用事例の検証や課題への対策を行っていきま

す。 

 

 

 

無 
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３ 民間では利益追求による事故発生や安全の維持が心配です。 

環境汚染などが発生した場合の責任問題の対処についても不

安を感じます。 

民間事業者は確かに利益を追及しますが、それに対応

して事故防止や適切な維持管理・運営を行うことも追及

しており、この中で無駄を省きながらコスト縮減を図

り、その実績をあげています。 

新焼却施設では、関係法令による規制や現在の自主基

準値よりも厳しい公害防止基準を設定し、さらなる環境

負荷の低減を図っていくものとしています。民間事業者

が管理運営を行う場合も、事故やトラブルのない運転を

最優先事項とし、一方、市は公害防止基準や補修計画、

適切な管理運営が行われているかを監視するモニタリ

ングを実施していくこととなり、すべてを事業者任せに

するということはありません。 

リスク分担については、今後、契約内容を詰める中で

検討し、決定していきますが、万が一事故発生などの問

題が生じた際は、民間事業者及び市がそれぞれ適切に対

処するべきものと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無 
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４ PFI的手法の BTO 方式、DBO方式は本当に良い手法といえ

るのですか。DBO方式は建設費用、処分（委託）費用、施設撤

去費用と結局全て税金で賄われるわけですから、「民間資金等の

活用」という根幹のところが抜けてPFI的手法というより偽PFI

と言った方が正しいのではないでしょうか。 

一番の問題はリスクについてです。業者はなるべくリスクを

避けようとするだろうから、契約が複雑になり責任の所在が曖

昧になりかねません。 

業者が運転管理を適正にしているかを役所が監視するのは多

分無理だと思います。事業コスト算定で業者の出した金額を鵜

呑みにしているくらいですから。メーカーはその道のプロで役

所は素人ですから。 

まだいろいろとありますが、“PFI的手法”というよくわから

ない事業方法がうまくいくとは思えません。全て公金を使うの

であれば、運転管理も公営でやってもよいのではないかと思い

ます。 

 

何でも ”金かね” ではいい未来は来ないと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBO方式は厳密には PFI手法ではありませんが、施

設の建設、維持管理、運営等に民間の経営能力や技術的

能力を活用することから、BTO方式や BOO方式などと

併せて「PFI的手法」としています。 

新焼却施設は、性能発注や一括発注により民間事業者

のノウハウを活用し効率的な管理運営ができること、長

期契約により財政負担が確定することやリスク分担が

明確になることなどから、PFI的手法による事業化を基

本としたものです。 

PFI的手法は、廃棄物処理関連施設で最近 5年間だけ

でも 40以上の施設で導入されていることから全国的に

確立された事業方式であると考えます。 

また、PFI的手法は、施設を整備した民間事業者が施

設運営に係るリスクを負担することが基本となり、市の

負担すべきリスクも明確になることから合理的手法と

考えます。今後、それぞれの役割や責任の所在を詳細に

検討していきます。 

無 
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５ 沼津市は駅の高架化、市民体育館の移転建設など、私たちの

莫大な税金を使って行う事業が山ほどあります。近い将来清掃

プラントを新設するようですが、今流行の耐震リフォームでは

いけないのですか。一年位前、テレビで清水町の方が投書して

清掃プラントの新設移転問題を取り上げたのを観ましたが、地

元の方々の同意は得ているのでしょうか。もし得ているのなら

何が決め手で得たのかオープンに教えて下さい。先日友達の付

き添いでゴミの自己搬入に行きました。その時に 50代くらいの

職員の方の親切丁寧な対応に感激しました。PFIとは民間事業

のことなんでしょうが、民間は営利目的で業務を商売と捉えて

いると思います。事務的ではなく、プラントの職員の方のよう

に親切丁寧安全でゴミを処理していただけたら安心します。 

 

たかがゴミ、されどゴミ、永遠に続くゴミ問題。 

素晴らしい沼津を後世に遺したいものです。 

現清掃プラントは、「耐震性が劣る建物」と診断され

ており、昭和 51年に供用を開始してから既に 39年が経

過しています。ごみピットをはじめ建物を構成するコン

クリート等の経年劣化が進み、今後もさらに進行するも

のと想定されることから、耐震補強だけでなく施設の大

規模な改修が必要な状況にあります。 

また、燃焼設備や排ガス処理設備など、ごみ処理施設

を構成する重要な設備についても経年による機能低下

や劣化が進み、今後大規模な改修が必要と見込まれま

す。 

ごみ処理施設は、長期に施設を停止することができ

ず、ごみ処理を継続する中で、耐震補強や大規模な改修

工事を行うことは極めて困難なことから、現施設の耐震

補強ではなく、新設としたものです。 

また、施設周辺の皆様には、施設整備の必要性・緊急

性などについて説明させていただいていますが、すべて

の方々から十分なご理解を得られているとは言えませ

ん。今後も、新焼却施設の具体的な内容を提示しながら、

その安全性などを説明し、ご理解を得ていきたいと考え

ています。 

なお、PFI的手法により管理運営を民間事業者が担う

こととなっても、これまでと同様、市民の皆様に対する

親切・丁寧な対応をすることはもちろん、すべてを事業

者任せにするのでなく、住民対応や監視機能の強化など

市の責任を明確にして、より安全安心な施設となるよう

努めていきます。 

無 
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６ VFMの算出方法の件ですが、従来手法と PFI的手法の維持管

理費にかなりの差がありますが、詳しい内訳は出せませんか。 

売電収入も、従来手法と PFI的手法と金額に差がありますが、

同じ施設で同じゴミを燃やしてなぜ差がでるのですか。 

№１のご意見にお示しした考え方をご参照ください。 

 

無 

７ 前回の基本構想のパブリックコメントにおいて市側は、「地元

の皆様と話し合いを重ね、ご理解を得られるよう努めていく」

と回答しているが、話し合いは重ねては行なわれていない。た

だ、うわべだけの対応でメリットばかりを並べ、リスクやデメ

リットについては説明がない。 

清掃プラント周辺には住宅もあり未来ある子供たちもたくさ

ん住んでいる。また中学校もあり、何か問題があってからでは

遅い。 

基本計画では、新工場の運転は民間業者にやらせるみたいだ

が、そうなると何か問題があると、結局沼津市はその責任を業

者に被けることになる。 

以前あった覚書を反故にしてまでも建設するならば、管理、

運転、監視体制すべてを沼津市の責任でおこなうべきである。 

№３・４のご意見にお示しした考え方をご参照くださ

い。 

 

無 

８ 市民サービスの向上という言葉を聞くが、民間企業がゴミ工

場の運営を行うことで市民サービスの向上に本当に繋がるの

か。民間企業は市民のためではなく利益のために運営を行うの

ではないのか。最悪の場合、長期の契約をしても途中で経営破

綻などの問題が起きた時は市民サービスの向上どころの問題で

は無くなってしまうのではないか。 

市民の生活に直結するゴミ処理などの市民サービスは、市の

職員が責任を持って行うことが私たち市民に対する本当の市民

サービスではないのか。 

№３・４のご意見にお示しした考え方をご参照くださ

い。 

なお、倒産などのリスクに備えた対応も要求水準で明

らかにしていきますが、今後専門家の意見なども聞きな

がら契約内容の詳細について検討していきます。 

無 
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９ 新施設は公設公営を基本で進めていただきたい。企業とは利

益を追求するものです。環境汚染（隠蔽）事故等の対応は利益

より後回しでしょう。まして企業の倒産のリスクもあります。

昨今、企業のコンプライアンス軽視も叫ばれています。コスト

意識は大切ですが、地元の安全・安心を担保するには公設公営

が最低条件です。現在稼働中の清掃プラントと同様の公設公営

が地元の安全・安心のためには必要です。 

 

№３・４・８のご意見にお示しした考え方をご参照く

ださい。 

 

無 

10 いつ頃か忘れてしまいましたが、テレビで沼津市のゴミ焼却

場と近隣住民ともめているような番組を見たことがあります。

５年後ぐらいに新しい焼却場ができるようなのですが、我々市

民にとってゴミのことは重要な問題だと思い、気になりました

ので、私なりの意見を FAXさせていただきました。市の新処理

施設の計画案を少し見ました。難しい数字のことはよくは分か

りませんが、いくつか質問させていただきます。 

①ゴミ焼却場の民間委託的な考えのようですが、４頁のなかの

「災害時にあっても廃棄物の処理を～地域の防災拠点として整

備する」とありますが、防災拠点とするのは素晴らしいことだ

と思いましたが、東北の震災のようなことが起きたとき、民間

でしっかりした責任ある対応をすることができるのですか。 

近隣住民との関係は大丈夫ですか。 

②発電設備がつくようですが、特別高圧線の引き込み６億とい

うのはかかり過ぎではないですか。採算は合うのですか。 

新国立競技場の問題ではありませんが、私たち市民の血税が

使われます。公設か民営か、本当に必要なことそうでないこと、

他市などで成功したこと失敗したことなど、まだ案のうちに最

大限に検討していただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

①事故発生などの問題が生じた際は、民間事業者及び

市がそれぞれ適切に対処すべきものと考えています。ま

た、大地震等の有事の際においても、民間事業者にすべ

て対応させるものでなく、市は施設設置者として、責任

を持ってその役割を果たしていきます。 

 

②本計画では、循環型社会形成の観点から、エネルギ

ー回収率を 15%以上にすることを基本としており、今後

も回収率を高める方向で検討していきます。また、検討

においては発電に係る特別高圧の引き込みの可否など

を含め、採算性を考慮して進めていきます。 

無 
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11 費用よりも、環境や安全を優先すべきであり、環境問題等に

柔軟に対応するには、公共の職員で対応してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

№３・４のご意見にお示しした考え方をご参照くださ

い。 

 

無 

12 現在、沼津市のゴミ焼却施設は 150ｔ２基だと思うが、新し

く建てる炉は 105ｔ２基だと聞いたが、本当に大丈夫なのか。

この先沼津市の人口が減るからゴミも減ると断定していいの

か。沼津市の焼却施設は清水町のゴミも燃やしているのに、今

より炉を小さくして大丈夫なのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新焼却施設の整備にあたり、規模の算出は、施設稼働

後７年間を超えない期間の内最大の処理量となる年度

を想定して行うものとされております。 

210ｔ／日という施設規模は、減少傾向にある人口予

測とごみの発生抑制対策を踏まえる中、最大処理量を基

に算出したもので、妥当なものであると考えます。 

無 
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13 先日、清掃プラントの新建設計画を知りました。 

ゴミに対してきちんとしている沼津市。どのような施設をと、

興味がありまして調べてみました。計画書の内容等は私にはよ

くわかりませんが、PFI手法により運営していく事を検討して

いるようですね。 

PFI手法って民間企業に任せるって事で、施設運営させる事

ですね。 

新施設を民間企業にするということは、現在は市の職員が施

設運営をしていますよね。沼津市のゴミは沼津市が責任をもっ

て最後の処理までやるべきだと思い、市の職員の義務だと思い

ます。だから、新施設は民間企業に任せてはいけません。市の

職員が責任をもって施設運営していくべきです。 

民間企業にしてよい事業と、してはいけない事業があると思

います。 

沼津市はゴミに関しては慎重に進めたほうがいいと思いま

す。 

清掃プラントも新建設しないで内部補強という方向が出来る

なら補強でいいのではないですか。 

計画書では人口が減るからゴミも減るようなことが書いてあ

り、市長に計画書を提出しましたが、市長の意見はどうですか。

沼津市は人口を増やすつもりはないですか。今、いろんな事業

が計画されてますが、人口減になると考えているのに作る必要

があるのですか。 

 

 

 

 

№３・４・５のご意見にお示しした考え方をご参照く

ださい。 

 

無 
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14 新施設建設については施設の老朽化と耐震性が厳しいという

ところはよくわかりますが、基本計画（案）において市自体は

施設のお金だけ出してあとは民間に何もかも任せる PFI事業と

いうのはあまりよくないような気がします。 

いつ頃かあまり覚えていませんが、テレビ放送での地域住民

の反対報道で現在の場所に新施設反対とありましたが、話し合

いはついたのでしょうか。まだ反対しているのならば、なおさ

ら民間業者が何もかも運営する PFI事業では地域住民は不安に

なると思います。運営・操業自体はやはり民間ではなく公営自

体で行い、少しでも不安を解消してほしいと思います。 

環境問題や運転問題で何か問題があると、民間業者は、たと

え市の方が管理チェックしても今までの考えだと隠蔽するので

はと不安です。 

沼津市の財源が厳しいのはいろいろな事業があるのでわかり

ますが、この基本計画（案）では PFI事業がなんでも安くなる

みたいなことだけで、現在の状況との比較する対象がよくわか

りません。 

PFI事業の例が何件かありましたが、成功しているところの

みでなく、失敗しているところも幾つかあるとのことなので、

もう少しいろいろな面で検証してほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

№２・３・４・５のご意見にお示しした考え方をご参

照ください。 

 

無 
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15 新焼却場の操業にあたって、御殿場市や浜松市などで計画ど

おりにいかず事業者と市側で訴訟にまでなっていると聞きまし

た。計画段階では、最新技術で環境にも優しくコストダウンも

できるなどと、いいような事ばかり並べられて、いざ始めてみ

れば思っていた事と違ったり費用がかかりすぎるなど諸問題が

あったようです。 

コンサルタントや業者の言いなりで計画を進めた結果なのでは

ないでしょうか。 

PFI的手法で民間事業者のノウハウを活用するのはいいので

すが、任せきってしまうと同様の事態にならないとはかぎりま

せん。安物買いの銭失いではすまないでしょう。また、事業者

が倒産してしまったらどうするのですか。そうなった場合、ゴ

ミ処理は止めることができないのに、いったい誰が責任をとる

のですか。 

最終的に市民に責任を負わせる事のないような安心・安全・

安定的な施設にしていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№３・４・８のご意見にお示しした考え方をご参照く

ださい。 

なお、本市の新焼却施設で採用するごみ処理方式は、

全国で長期間に渡って運用されてきたストーカ式焼却

炉で、技術的に成熟しており、安全かつ安定的に稼働す

ることが期待できるもので、御殿場市や浜松市で訴訟と

なったケースとは処理の考え方が異なるものです。 

無 
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16 今回の計画では、新たに、埋め立てゴミ①類、③類、及びプ

ラスチック製容器包装の全量を焼却する計画と存じておりま

す。  

昔は沼津では「プラスチックゴミは燃やさない」という方針

だったと聞いています。沼津方式で、細かい分類を市民に定着

させた。現在、市外に移送し、熱源としてサーマルリサイクル

しているプラスチックも燃やすことになりますよね。まず、そ

の点に疑問を持ちます。高い発電効率を確保する必要があるか

ら、プラスチックゴミを焼却するのではありませんか。高い発

電効率でないと、交付金がもらえないからではないですか。 

私が問題だと思っているのは、その点です。 

新しいゴミ処理場のために、ゴミがないと困る、という構図

になっているではありませんか。全部燃やすなら、今までして

きた分類なんて必要なくなります。ゴミを減らす努力もなくな

ります。 

今まで分類してきた市民の努力はどうなりますか。当番で見

張りをしている自治会の人の努力は、無駄になるのではないで

しょうか。 

それから、災害廃棄物の受け入れですが、東日本大震災の際、

沼津市は災害廃棄物を受け入れませんでした。ですが、静岡県

にも放射性物質は来ており、土壌からはセシウムが検出されま

した。お茶やきのこといった農作物にも影響がありました。そ

の時期の、焼却場の飛灰からも、セシウムが検出されました。

新しい施設に、バグフィルターを付けたからといって、全ての

放射性物質を捕獲できる訳ではありません。焼却場近くの市民

として、反対です。 

人口減に伴いゴミも減少します。ゴミゼロを目指した町づく

新焼却施設において焼却対象とするごみは、現施設と

同様の燃やすごみ、焼却粗大ごみ（埋め立てごみ②類）、

衛生プラントし渣に加え、新たに、せともの・ガラス類

（埋め立てごみ①類）の破砕残渣（可燃物）及び熱源利

用プラスチックごみ（埋め立てごみ③類）を予定してい

ます。 

その理由として、現在の清掃プラントでは、焼却によ

り生ずる熱を十分に利活用できない設備であることな

どから、容器包装以外のプラスチックについては民間業

者へ処理を委託し、ボイラー等の熱源として焼却し熱回

収を行っていますが、新焼却施設では、環境対策を十分

に講ずるとともに、循環型社会形成という観点から発電

等により焼却の際に生じる熱エネルギーの有効活用を

図ることとし、これらを焼却の対象に加えるものです。 

一方、プラスチック製容器包装については、容器包装

リサイクル法に基づき、これまでと同様資源としてリサ

イクルしていきます。 

 なお、市では一般廃棄物処理基本計画において、循環

型社会形成推進基本法に基づき発生抑制、再使用及び再

生利用の「３R」を推進していくこととしており、新焼

却施設稼働後においても市民の皆様には引き続き分別

排出にご協力をお願いしていきます。 

  

無 
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りに、舵を切るべきと考えます。 

プラスチックゴミの焼却には断固反対です。国からの交付金

目当ての計画としか思えません。 

外原の住民との話し合いは、決着ついているのですか。 
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17 煙突の高さについて 

１．環境への影響 

煙突とは、ごみを燃やしたときに発生する燃焼排ガスを大気

へ放出し、大気拡散効果により排ガスを拡散希釈させるもので

す。煙突の高さは高ければ高いほど排ガスの拡散効果は大きく、

排ガス濃度も低くなり、施設周辺への排ガスの影響は少なくな

ります。 

沼津市が計画している施設周辺には多数の住宅が存在してお

り、住民への十分な配慮が必要です。 

住民が安全で安心できる環境に配慮した施設にすることが最

重要であることから、煙突の高さは可能な限り高くすることが

望ましいと考えます。 

 

２．航空法による制限 

現計画の煙突の位置は、背後に控える香貫山の斜面に沿う形

となっています。航空機が香貫山の斜面に沿って飛行すること

はないと思われるので、煙突の高さが香貫山の高さ以下であれ

ば、煙突だけが航空障害になるとは考えにくいと思います。 

航空法による障害標識や障害灯の設置により航空法をクリア

すれば煙突を高くすることに問題はないと考えます。 

 

３．景観への配慮 

煙突の背後には香貫山の斜面が接近しており、香貫山の高さ

以下であれば香貫山と一体化した景色が想像できます。平坦地

に独立して建つ煙突とは景色が違います。 

住民は景観より安全で安心できる環境に配慮した施設にする

ことを最優先に望みます。 

煙突の高さは、新焼却施設では現状よりも厳しい排ガ

ス基準を設けること、また航空法による規制を受けない

ことなどを考慮した中で、できるだけ景観面から圧迫感

の少ない高さにすることが望ましいと考え、59ｍとしま

した。 

なお、生活環境影響調査書では、煙突の高さを 59m

と設定し、計画地周辺の地形や、特殊な状態（上層逆転

層発生時等）も加味した上で、新施設の排ガスの影響を

シミュレーションしています。 

その結果、大気質に対する新焼却施設の排ガスの影響

は、大気の環境基準等とも比較して、生活環境への影響

は軽微であると結論付けたものです。 

 

無 
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４．他自治体のごみ焼却施設の煙突の高さ 

平成 16年度以降に静岡県内において新設された施設で、煙突

の高さが 59ｍ以下の８例が示されていますが、沼津市が計画し

ている施設と同様に多数の住宅が存在するような環境と思われ

る都市部（例えば東京、神奈川）のごみ焼却施設を見ると、煙

突の高さは 100ｍ以上の施設の方が多いようです。 

 

５．まとめ 

煙突の高さを検討することにあたり、施設周辺で生活してい

る住民がいるかいないかの条件は最重要です。 

航空法による制限、景観への配慮、静岡県内の施設の煙突高

さより検討された基本計画案には、そこで生活する住民への配

慮という最重要の要件が抜けています。 

住民が安全で安心できる環境に配慮した施設にすることが最

重要であることから、煙突の高さは可能な限り高くすることが

望ましいと考えます。 
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18 ① 11ページ 第 3章 処理システムの検討について 

12ページから 17ページのフロー案は、基本構想の段階に比

べて相当具体化したものですが、どのような検討がなされた結

果なのでしょうか。 

 

②24ページ 2-2全体配置計画のうち 煙突の高さについて 

航空法に抵触しない高さであるとか、他自治体での採用状況

であるとか、景観への配慮等の結果であるとかとして、60ｍ以

下が望ましいとして 59ｍを基本としていますが、沼津市の場合、

香貫山の南東斜面に近く、排気ガスが拡散しにくい地形の場所

に立地しているもので、条件の異なる他の自治体と一律に扱う

ことはできないものと考えます。気流も乱れがちな当該計画地

では、航空法や景観よりも環境に与える影響を重視すべきです。

排気ガスの状況については、どのようにして測定を行ったもの

か、（年間を通じてどのくらいの頻度で行ったものか、また一定

の期間に連続的に測定したものであるのか等々。）そうした十分

な検証がなされたものなのか否か。59ｍを基本としたのは、ど

ういう判断がなされた結果なのか。 

 

③37ページ 第 2節 公害防止基準の設定 

2-1 大気質 ①公害防止基準の考え方には、関係法令による

排出基準及び現清掃プラントの基準値より厳しいものにしま

す。とあります。 

問題は基準値の設定ではなく、基準値を常時満たしているか

否かを監視するシステムをどのように構築し、運用するかです。 

37ページ～40ページに公害防止基準が、41ページ～50ペー

ジに公害防止対策が掲げられていますが、搬入されるごみ質は、

①ごみ焼却施設の全体処理フロー及び設備毎の基本

処理フローについては、処理方式や公害防止対策、余熱

利用に必要な設備の代表的なものについて比較を行い、

標準的なフローを示しています。 

 

②№17のご意見にお示しした考え方をご参照くださ

い。 

なお、大気質の測定については、環境省が定める「廃

棄物処理施設生活環境影響調査指針（平成 18年９月）」

に準拠し、秋・冬・春・夏のそれぞれ７日間（計４季、

28日間）、４か所で実施しており、それぞれの季節にお

ける大気質の現況把握としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 ③現施設においても、排ガス等の測定を定期的に実施

し、基準値をクリアしていることの監視を行っており、

その結果を施設周辺の地元住民代表の皆様で構成され

る運営協議会にて報告しています。 

新焼却施設では、民間事業者による運転状態や環境保

全状態に対し、行政による厳しい監視体制を構築すると

ともに、協議会の存続やあり方を検討するほか、排ガス

の状況などについて、施設内で誰でも容易に監視可能な

無 
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季節や気候により日々変化し施設の管理には、ごみ質の変化へ

の適切な対応が求められます。一度管理を誤ると有害物質が排

出され、環境汚染を惹起します。 

計画案では、施設の維持管理を民間に委ねることとしている

ことから、ごみ処理を市民の目で直かに監視することが大変重

要になります。運転状況のモニタリングとチェックを市行政の

責任において行い、排気、排水に含まれる物質についての情報

を公開することは当然のことですが、さらに市民も加わって監

視する制度とシステムの確立が必要と考えますが、いかがでし

ょうか。 

 

④54ページ 第 2節 ごみ処理施設整備に係る国の支援制度に

ついて 

循環型社会の形成の推進を目的とする事業であれば、国が交

付金を交付する制度です。と書かれていますが、沼津市新中間

処理施設がその制度による交付対象となることはどのようなこ

とからいえるのですか。根拠を明確に示してください。また、

交付制度の内容について、詳しく教えてください。施設建設費

のどの部分が交付対象となるのか、交付金の割合等についても

一覧のような形で分かりやすく示していただきたいと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

システムを導入することや、市ホームページ上でデータ

を公開していくなど、市民の皆様の監視体制をより一層

充実させていくことを考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④循環型社会形成推進交付金とは、循環型社会形成の

推進に必要な廃棄物処理施設の整備事業等を実施する

ために、循環型社会形成推進地域計画に基づく事業等の

実施に要する経費に充てるため、国が交付する交付金で

す。 

同交付金交付要綱では、交付対象事業として 19の事

業が挙げられており、エネルギー回収型廃棄物処理施設

の新設・増設も対象事業となっています。また、同交付

金交付取扱要領では、エネルギー回収型廃棄物処理施設

において、どの設備が交付対象となるかが示されてお

り、燃焼設備はもとより、排ガス処理設備やエネルギー

回収設備などが交付対象として示されています。 

これらは環境省の「循環型社会形成交付金サイト」に

掲載されています。 

なお、本市の新施設については、当該交付金を受ける

にあたり「循環型社会形成推進地域計画」を作成し、平
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⑤55ページ 第３節発電の検討について 

基本構想の段階からごみ焼却で発生する余熱利用による発電

が検討されています。しかし、負の存在とされるごみが電気と

いう有益なものに転換され、売電収入が市の財政に寄与するこ

とはよいことだという一面的な見方が広がり、ごみは減らすも

の、なるべく出さないように努めるものというごみ処理の大原

則がおろそかにされる心配があります。 

急速な人口減少によりごみの排出量減少は確実ですが、余熱

発生量が大きいほど発電量が増えることから、売電収入を高め

るためには発電エネルギー源の燃やすごみが減少したのでは具

合が悪く、その結果、発電は沼津市が昭和 50年以来追求して来

たごみの排出抑制とは逆のインセンティブとして働くことにな

るのではと危惧するものです。杞憂に過ぎないのでしょうか。 

 

 

⑥61ページでＰＦＩ的手法による長期契約メリットをあげてい

ますが、その間の経済変動による企業経営の悪化や採算性から

契約金額の嵩上げ要求や事業撤退などのリスクをどのように考

えているのでしょうか。 

競争がないのでコストが高止まりするのではないでしょう

か。 

また、性能発注によりコスト削減ができるとしていますが、

性能発注の特性として専門性を持つ民間企業のイニシアティブ

成 26年３月に承認されており、当該交付金の交付対象

事業となっています。 

 

 

⑤近年の社会情勢から、廃棄物処理施設は従来からの

目的である適正処理にとどまらず、循環型社会の形成に

寄与することが求められております。このような中、本

市においても、第４次沼津市総合計画や一般廃棄物処理

基本計画において、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推

進など３Ｒの推進を掲げ、本基本計画の整備方針として

もその適正処理に伴い、熱回収を行うこととしていま

す。 

そこで、新焼却施設での発電は、将来のごみ量の減に

伴う発電量の低下なども考慮した上で、過剰な設備投資

とならないよう留意しつつ、熱エネルギーの有効活用を

図ろうとするものです。 

 このことから、売電収入は市に帰属すべきと考えてい

ます。 

 

 ⑥性能発注による入札では、それぞれのプラントメー

カーが新焼却施設の要求水準を十分考慮し、また 20年

先を見据えた上で、入札価格を積算しますので、適正な

競争が生まれます。 

 また、施設建設の設計・施工におけるチェック体制に

ついては、市のみならず専門家等の支援を受けながら、

十分な管理を行っていく予定であり、施設に関する仕様

や性能は原則公開していく予定です。 
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で設計・施工されるので、その過程での市の関与と十分なチェ

ックが及ばないおそれがあるのではないでしょうか。 

設備の構造、運転方法等が企業秘密とされ、市民への情報公開

において問題を生じるおそれがあるのではないでしょうか。 

市の直営と民営には、それぞれメリット・デメリットがあり

ます。これらのことについて、有識者の意見を聴いただけで現

場を知る現場職員の意見を聴くことなく計画を策定することは

問題ではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

 

⑦66ページには、本事業においては施設の稼動期間を 20年と

して事業期間を設定するものです。とありますが、施設の耐用

年数は 35年から 40年以上というのが一般的です。沼津市の現

施設は昭和 51年から操業していますから、これまでに 39年が

経過しており、新施設が稼働するのは 5年後とすれば施設の寿

命は 44年間になります。 

このように耐用年数があるものを20年経ったらPFIは終了と

し、その後がどうなるかの記述がありませんが、施設の長期使

用による経年劣化や老朽化してメンテナンス費用が増大した施

設の運営は、どこが行うのでしょうか。20年後からはこの施設

はどうなるのですか。教えてください。将来のこととはいえ、

20年以降の施設運営に全く言及しないのは無責任ではありませ

んか。 

 

 

 

 

 

 なお、倒産リスクに対する考え方は№８のご意見にお

示ししておりますので、そちらをご参照ください。 

 ただし、大規模な市場変化等により、民間事業者の責

に帰すべきものでない事由が発生した場合は、契約を見

直す必要が生じる可能性はあります。 

本計画策定にあたりましては、検討委員会を組織し、

学識経験者、市民、事業者などから意見を聞くと共に、

市関係課職員の意見も反映させたものとなっています。 

 

⑦廃棄物処理施設は、施設を構成する設備や機器が機

械的な運動により摩耗しやすい状況下で稼働するため

劣化速度が速く、他の都市施設と比較すると耐用年数が

短いとみなされており、平均 15～20年程度経過した後

には、大規模な改修工事が必要とされています。 

現清掃プラントにおいても、昭和51年11月の稼働後、

平成 11年５月から平成 14年３月の間に、大規模な改修

工事を実施しています。 

新焼却施設は、適正な運転管理と適切な点検整備によ

る長期使用を考え、維持管理期間を 20年と設定し、プ

ラントメーカーからも対応可能であるとの回答を得て

います。 

なお、20年後の施設の管理運営に関しては、施設稼

働後、ある程度経過した適当な時期に施設の状態や市場

の動向・情勢などを考慮し、適切なあり方を決めていき

たいと考えています。 
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⑧74ページ 3-2 公設民営、民設民営方式で整備・運営した場

合の概算費用について 

75ページに従来手法とＰＦＩ的手法との比較としてアンケー

トの結果が記載されていますが、整備費については変わりよう

がないものとされ、運営費について差額が生じる（売電収入に

ついては埒外とします。）ようになっていますが、その差額につ

いての積算根拠などは示されていません。積算データを示した

上での比較が望まれます。また、従来手法における経費節減の

ための様々な工夫など考慮されていないように思えます。この

比較の仕方については適切でないと考えますが、いかがですか。         

75ページの整備費、運営費の数字をもって、意見を求められ

ても市民は意見の出しようがありません。広く意見を求めると

するならば詳細な積算データを開示すべきであると考えます

が、いかがでしょうか。 

施設運営費削減のため、運転人員の過度な削減により労働環

境・労働条件が劣悪となるおそれがあります。労働法制の遵守

をどのように担保するのか、事業委託者としてどのような対策

を考えていますか。 

現行の施設管理・運転の仕方には、利益追求に傾きがちな民

間のそれとは違い、様々な側面で妥当、公正なものと評価され

ています。現行の施設管理費における人件費について、抑制を

図るための工夫や努力がまだまだあるにもかかわらず、そうし

た研究や検討もなしにアンケート結果を鵜呑みにしているよう

に思えます。 

PFI的手法による民間事業者の施設運営を前提に検討されて

いますが、市の直営と民営との人的費用、物的費用などについ

て具体的な比較衡量を行ったのでしょうか。行ったとすれば、

 ⑧概算費用については、プラントメーカーのノウハウ

により積算されたものであり、本事業と同様の実績を有

する 8社にアンケート調査を行いました。うち７社から

回答をいただき、すべての事業者が管理運営費は民間が

安いという結果となり、その要因としては人件費による

差が主なものと考えます。 

なお、労働法制の遵守については、過度な人員の削減

等のないよう事業者に指導するとともに職員によるチ

ェックを行っていくこととし、透明性のある健全な管理

運営が可能な要求水準としていきます。 
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どのような事柄について行ったのでしょうか。 

 

⑨82ページ 4-2 ＶＦＭの算出について 

上記のとおり問題点を指摘しましたが、種々の比較において

算出根拠が不明確で、適切でないことから、表 7-4-1に示された

20年間のコスト比較も客観性を欠くことになり、妥当なものか

否か判断がつきかねます。 

また、この表に補修費が示されているのですが、これも唐突

です。同様に 84ページの表 7-4-3についても同様の感がします。

この疑問にはどのようにお答えいただけますか。 

民間調査では、売電収入をＡ社のみが PFI的手法の方が有利

としていますが、従来手法でも PFI的手法でも同じであるとし

ているＣ社、Ｅ社の回答が妥当ではないのでしょうか。したが

って 83ページの表 7－4－2 で PFI的手法が有利とすることに

は問題がありませんか。 

 

⑩88ページで売電収入が年平均 0.8億円（20年で 16億円）と

されていますが、計画案には発電設備の整備費が明らかにされ

ていません。発電設備に関する投資と売電収入との費用対効果

は、どのように検証されていますか。 

 

⑪現有施設の延命活用について  

上述したような沼津市の財政状況、高齢化の進行という時代

の流れ等を考えると、市が有する公共施設への資本投下は最小

限に止めなければなりません。市の現有諸施設は出来うる限り

の延命活用が求められており、安易な新設・新築が許される状

況にはありません。大規模施設であるごみ焼却施設は、丁寧な

 

 

⑨概算費用については、№18⑧のご意見にお示しした

考え方をご参照ください。 

また、このアンケート結果に基づき、ヒアリングを行

い、妥当なものであると判断しています。 

なお、実際の入札の際には、詳細な積算が提出される

こととなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩売電収入についてもプラントメーカーのアンケー

ト結果に基づいたものであり、発電設備の整備費等は、

実際の仕様を決めていく際に検証し、入札によって明ら

かになっていくものです。 

 

⑪№５のご意見にお示しした考え方をご参照くださ

い。 
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運転とメンテナンスによってより長く使用していく必要があ

り、現に現場職員の努力により設備の損耗が最小限に抑えられ、

これまで順調に運転がされてきています。 

計画案では、現在の焼却施設の廃止とそれに代わる施設の新

設が検討されていますが、財政が逼迫している現状では、先ず

現有施設をいかに延命使用していくのかを考えるべきではない

でしょうか。 

 

⑫新中間処理施設整備基本構想のパブリックコメントに、新設

ではなく耐震補強を行うべきとの指摘がありました。市は耐震

補強については極めて困難としてこの意見を退けていますが、

現有施設の耐震化の可能性を徹底的に追求した上での結論だっ

たのでしょうか。耐震診断結果をどのように評価した結果だっ

たのか、耐震補強が不可能であるとした検討資料がありました

ら開示してください。 

 

 

 

 

 

⑬施設整備にあたり国庫から事業費の 3分の 1が交付されると

していますが、事業費の全額が交付対象なのでしょうか。交付

対象外の経費があればその内訳と金額を教えてください。 

国庫からの交付金が施設整備推進の大きなインセンティブと

なっていますが、施設整備費 170億円の 3分の 2の 113億円余

は、いわゆる市単独費として貴重な市税が投入されるのであり、

国庫交付金があるからといって軽々に現施設の廃止、施設の新

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫平成 10年に実施した耐震診断の結果において、清

掃プラント管理棟は「耐震性能はやや劣るので、大地震

に対して被害を防ぐため補強が必要と思われる。」とさ

れ、工場棟は「耐震性が非常に不足しているので、改修

し補強する必要がある。」とされたことから補強計画を

検討したところ、工場棟内部やプラットホーム付近の補

強工事が必要であるという結果となりました。しかし、

ごみ処理を継続しながらこれらを行うことは極めて困

難であると判断しました。 

新設としたことについては、№５のご意見にお示しし

た考え方を併せてご参照ください。 

 

⑬№18④のご意見にお示しした考え方をご参照くだ

さい。 

なお、「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に

掲載されている交付対象設備以外の設備等が交付対象

外になると考えています。 
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設に踏み切るべきではないと考えますがいかがでしょうか。平

成 14年に完了した基幹改良工事では約 60億円の巨費が投じら

れ、ダイオキシン対策も万全で焼却処理を行う上では何ら問題

がないのですから、現施設を可能な限りの耐震改修を行うこと

で、施設の延命化を図ることが結局は安上がりなのではないで

しょうか。 
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19 ・焼却施設について 

一般的に、中間処理施設（特に焼却施設）は、周辺地域の住

民感情からすれば敬遠される施設であり、住居地域の近くでは

なく、郊外に建設されるべきと考える。このことは清水町外原

区のアンケート調査においても「適切な排ガス対策であっても

不安である」との住民感情として多くの意見が寄せられている。 

 

・煙突の高さについて 

① 環境への影響について 

周辺の環境への影響を考慮すれば基本計画（案）の 60ｍ未満

より、清水町外原区は山に囲まれた特殊な地形であることを考

慮し、現在の煙突の高さである 86ｍ程度の方が排ガスの拡散

に有効であると考えられる。 

② 航空法による制限について 

航空法による制限については、航空障害灯の設置等により対処

可能であると考えられる。 

③ 景観への配慮について 

景観への配慮については、圧迫感等の少ないデザインであるこ

とより、上記住民感情等を考慮し、排ガス拡散の有効性を優先

すべきと考える。 

 

煙突の高さについては、景観法及び沼津市景観条例との関連

もあるが、沼津市の「環境にやさしく、安全・安心を実感でき

るまち」との理念からすれば、周辺住民に対し、安全・安心を

感じさせる施設でなければならない。 

以上のことから煙突の高さは 60ｍ未満ではなく、現在と同程度

の高さであることを要望する。 

№17のご意見にお示しした考え方をご参照ください。 

 

無 
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